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■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
平
成　

年
２２

度
の
保
険
料
の
概
要

▼
保
険
料
…
個
人
単
位
で
計
算
し
ま

す
。定
額
を
負
担
す
る
均
等
割
額
と
、

所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
所
得
割
額

の
合
計
で
す
（
表
１
参
照
）
。

▼
保
険
料
率
の
変
更
に
つ
い
て

　

保
険
料
率
（
均
等
割
額
・
所
得
割

率
）
は
、
２
年
ご
と
の
見
直
し
に
よ

り
、
平
成　

年
度
か
ら
次
の
よ
う
に

２２

変
更
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
保
険
料

率
は
、
東
京
都
内
で
は
原
則
均
一
で

す
。

均
等
割
額
…
３
万
７
千　

円
（
平
成

８００

　

年
・　

年
度
と
同
額
）

２０

２１

所
得
割
率
…
７
・　

％
（
平
成　

年

１８

２０

・　

年
度
は
６
･　

％
）

２１

５６

※
一
人
当
た
り
の
医
療
給
付
費
（
医

療
費
）
の
増
加
な
ど
が
、
所
得
割
率

増
加
の
主
な
要
因
で
す
。

▼
保
険
料
の
軽
減

均
等
割
額
の
軽
減
…
同
一
世
帯
の
加

入
者
及
び
世
帯
主
の
総
所
得
金
額
等

に
よ
り
８
・
５
割
（
う
ち
同
一
世
帯

の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
全
員
が
年
金
収
入　

万
円
以
下
で
、

８０

そ
の
他
の
所
得
が
な
い
場
合
、
９
割

軽
減
）
・
５
割
・
２
割
の
軽
減
が
適

用
さ
れ
ま
す
（
表
２
参
照
）
。

所
得
割
額
の
軽
減
…
加
入
者
の
「
旧

た
だ
し
書
き
所
得
」
が　

万
円
ま
で

５８

の
方
は
、
所
得
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま

す
（
表
３
参
照
）
。

会
社
の
健
康
保
険
等
の
被
扶
養
者
だ

っ
た
方
へ
の
軽
減
…
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
加
入
の
前
日
ま
で
会
社
の
健

康
保
険
等
（
国
保
・
国
民
健
康
保
険

組
合
以
外
）
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た

方
の
保
険
料
は
、
所
得
割
は
な
く
、

均
等
割
額
が
９
割
軽
減
さ
れ
、
１
割

が
保
険
料
と
な
り
ま
す
。

▼
支
払
い
方
法

　

年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
と
納

付
書
支
払
い
ま
た
は
口
座
振
替
払
い

（
普
通
徴
収
）
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

納
付
書
支
払
い
と
年
金
天
引
き
の
両

方
で
支
払
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

年
金
天
引
き
の
方
…
４
月
か
ら
新
た

に
年
金
天
引
き
が
開
始
さ
れ
た
方
、

平
成　

年
２
月
に
年
金
天
引
き
と
な

２２

っ
て
い
る
方
が
対
象
で
す
。た
だ
し
、

保
険
料
の
変
更
等
に
よ
り
平
成　

年
２２

９
月
か
ら
納
付
書
払
い
に
変
わ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振

替
に
変
更
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

納
付
書
払
い
ま
た
は
口
座
振
替
払
い

の
方
…
納
付
書
払
い
の
方
に
は
、
７

月
中
旬
に
郵
送
す
る
保
険
料
決
定
通

知
書
・
納
入
通
知
書
に
納
付
書
が
同

封
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
納
付
書
で

金
融
機
関
に
て
支
払
い
ま
す
。ま
た
、

口
座
振
替
払
い
の
方
に
は
振
替
先
情

報
を
記
し
た
保
険
料
決
定
通
知
書
・

納
入
通
知
書
を
郵
送
し
、
各
納
期
に

自
動
的
に
振
り
替
え
ま
す
。

▼
こ
れ
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
す
る
方

　

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
は
、
誕

生
日
の
前
日
ま
で
に
簡
易
書
留
郵
便

で
住
所
地
へ
送
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
誕
生
日
の
属
す
る
月

か
ら
発
生
し
ま
す
。
４
〜
６
月
に　
７５

歳
に
な
る
方
へ
は
、
７
月
に
保
険
料

決
定
通
知
書
・
納
入
通
知
書
を
郵
送

し
ま
す
。
ま
た
、
７
月
以
降　

歳
に

７５

な
る
方
へ
は
、
誕
生
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
に
保
険
料
決
定
通
知
書
・
納

入
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　
　
（
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係
）
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■
国
民
年
金
の
手
続
き
は
忘
れ
ず
に

▼
加
入
・
種
別
変
更

　

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
加
入
者

が
、　

歳
前
に
退
職
し
た
と
き
は
変

６０

更
手
続
き
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
扶

養
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
も
変
更
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　

収
入
の
増
加
、
離
婚
な
ど
に
よ
り

配
偶
者
の
扶
養
で
な
く
な
っ
た
と
き

も
、
変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

い
ず
れ
も
退
職
証
明
書
ま
た
は
資

格
喪
失
証
明
書
、
年
金
手
帳
、
印
鑑

を
持
参
し
、
保
険
年
金
課
年
金
係
へ

▼
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
校
法
人
な
ど
の
学
生
は
、
本
人

の
前
年
所
得
が　

万
円
以
下
の
場
合
、

１１８

申
請
し
て
承
認
さ
れ
れ
ば
在
学
期
間

中
の
国
民
年
金
保
険
料
を
後
払
い
出

来
る
学
生
納
付
特
例
制
度
が
受
け
ら

れ
ま
す
。
申
請
は
毎
年
度
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

学
生
証
、
年
金
手
帳
を
持
参
し
、

保
険
年
金
課
年
金
係
へ

▼
平
成　

年
度
国
民
年
金
保
険
料
は

２２

１
万
５
千　

円
に
な
り
ま
す

１００

　

保
険
料
を
あ
ら
か
じ
め
６
カ
月
、

１
年
分
単
位
で
納
め
る
と
割
引
き
さ

れ
る
前
納
制
度
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら

に
、
口
座
振
替
で
前
納
を
す
る
と
現

金
納
付
よ
り
割
り
引
き
に
な
り
ま
す
。

（
立
川
年
金
事
務
所
�　

・　

・
０

０４２

５２３

３
５
２
、
市
保
険
年
金
課
年
金
係
）

■
固
定
資
産
の
縦
覧
、
課
税
台
帳
の

閲
覧
が
始
ま
り
ま
し
た

▼
固
定
資
産
の
縦
覧

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
市
内
の

土
地
・
家
屋
の
評
価
額
な
ど
を
載
せ

た
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
す
る
こ

と
が
出
来
ま
す
。

　

５
月　

日　

ま
で
の
午
前
８
時　

３１

（月）

３０

分
〜
午
後
５
時　

分
※
土
曜
・
日
曜

１５

日
、
祝
日
を
除
く
／
市
役
所
１
階
資

産
税
課
／
日
野
市
の
固
定
資
産
税
の

納
税
者
及
び
そ
の
代
理
の
方
対
象
／

納
税
通
知
書
、
健
康
保
険
証
、
運
転

免
許
証
な
ど
、
本
人
確
認
が
出
来
る

も
の
を
持
参
※
代
理
の
方
は
委
任
状
。

法
人
は
代
表
者
印
の
あ
る
申
請
書
ま

た
は
委
任
状
を
持
参

▼
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

納
税
義
務
者
は
本
人
の
資
産
の
課

税
台
帳
（
名
寄
帳
）
を
閲
覧
す
る
こ

と
が
出
来
ま
す
。
ま
た
、
土
地
や
家

屋
を
借
り
て
い
る
方
や
権
利
関
係
に

あ
る
方
も
該
当
す
る
資
産
の
課
税
台

帳
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

通
年
の
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５

３０

時　

分
※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を

１５
除
く
／
市
役
所
１
階
資
産
税
課
／
土

地
、
家
屋
、
償
却
資
産
の
所
有
者
及

び
そ
の
代
理
の
方
対
象
※
土
地
や
家

屋
を
借
り
て
い
る
方
な
ど
は
そ
の
対

象
の
物
件
に
限
る
／
納
税
通
知
書
、

健
康
保
険
証
、
運
転
免
許
証
な
ど
、

本
人
確
認
が
出
来
る
も
の
を
持
参
※

代
理
の
方
は
委
任
状
。
法
人
は
代
表

者
印
の
あ
る
申
請
書
ま
た
は
委
任
状

持
参
。
土
地
や
家
屋
を
借
り
て
い
る

方
な
ど
は
そ
の
こ
と
を
確
認
出
来
る

書
類
（
賃
貸
借
契
約
書
な
ど
）
持
参

／
１
冊　

円
※
納
税
義
務
者
は
縦
覧

２００

期
間
中
無
料

▼
審
査
の
申
し
出

　

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ

た
価
格
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
納

税
通
知
書
ま
た
は
価
格
決
定
通
知
書

を
受
け
取
っ
た
日
後　

日
ま
で
に
、

６０

日
野
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

へ
文
書
で
審
査
の
申
し
出
が
出
来
ま

す
。
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を
。

▼
納
税
通
知
書
の
発
送

　

平
成　

年
度
納
税
通
知
書
は
４
月

２２

　

日　

に
発
送
予
定
で
す
。

３０

（金）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
資
産
税
課
）
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■
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談
〜
こ
こ
ろ

の
相
談
・
あ
ん
し
ん
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

勤
労
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

で
は
、
働
く
人
の
心
と
身
体
の
健
康

を
守
る
た
め
、
専
門
相
談
員
に
よ
る

「
こ
こ
ろ
の
相
談
・
あ
ん
し
ん
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

お
悩
み
の
方
は
、
ぜ
ひ
一
度
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

毎
月
第
１
・
第
３
水
曜
日
午
後
５

時
〜
８
時
※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
／
相
談
電
話
番
号
…
�　

・
４
８

５８７

６
８
※
状
況
に
応
じ
別
途
面
談
�
／

市
内
在
住
・
在
勤
の
中
小
企
業
従
業

員
及
び
事
業
主
対
象
／
同
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
（
�　

・
６
７
１
１
）

５８１

■
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
入
会
案

内
説
明
会

　

４
月
２
日　

午
前　

時
か
ら
／
生

（金）

１０

活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
／
事
業
紹
介
、

概
要
説
明
／　

歳
以
上
の
方
対
象
／

６０

同
セ
ン
タ
ー
（
�　

・
８
１
７
１
）

５８１

り�
あ�

��

�

��

�

■
大
工
さ
ん
・
職
人
さ
ん
を
紹
介

　

市
で
は
、
「
住
ま
い
の
増
改
築
や

小
さ
な
修
繕
な
ど
を
ど
こ
に
頼
め
ば

い
い
か
分
か
ら
な
い
」
「
大
工
さ
ん

や
職
人
さ
ん
の
心
当
た
り
が
な
い
」

と
い
う
方
の
た
め
に
、
市
内
の
建
設

業
組
合
を
通
じ
て
信
頼
出
来
る
業
者

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
産
業
振
興
課
）

■
住
宅
改
修
工
事
に
対
す
る
助
成
制

度
　

市
民
の
方
が
工
事
後
も
居
住
し
続

け
る
市
内
の
個
人
住
宅
で
、
市
内
に

事
務
所
な
ど
を
有
す
る
事
業
者
が
施

工
し
た
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事
及
び

耐
震
工
事
対
象
※
耐
震
工
事
の
場
合
、

事
前
に
日
野
市
木
造
住
宅
耐
震
診
断

助
成
を
受
け
る
こ
と
／
申
請
方
法
…

必
ず
工
事
着
工
前
に
申
請
書
類
を
提

出
／
補
助
金
額
…
対
象
工
事
に
係
る

費
用
の
補
助
対
象
部
分
の　

分
の
１

１０

で　

万
円
を
上
限
／
産
業
振
興
課

２０
■
日
野
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
セ
ン
タ

ー
新
年
度
登
録
希
望
者
を
募
集

　

日
野
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
セ
ン
タ

ー
で
は
、
個
人
や
団
体
で
行
う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た

め
登
録
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
（
同
セ
ン
タ
ー
�　

・
２
３
１
８
）

５８２

■
手
話
講
習
会
受
講
者
募
集

　

５
月　

日
〜
平
成　

年
３
月　

日

１２

２３

２３

の
毎
週
水
曜
日
／
中
央
福
祉
セ
ン
タ

ー
／
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
、

年
間
を
と
お
し
て
受
講
可
能
な
高
校

生
以
上
の
方
対
象
／
テ
キ
ス
ト
・
資

料
代
な
ど
実
費
／
４
月　

日　

ま
で

１６

（金）

に
往
復
ハ
ガ
キ
で
。
往
信
用
裏
面
に

受
講
希
望
ク
ラ
ス
、
郵
便
番
号
、
住

所
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）
、
電
話
番

号
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
、
生
年
月
日
、
会

社
名
ま
た
は
学
校
名
、
受
講
動
機
、

手
話
学
習
歴
、
そ
の
他（
障
害
な
ど
）

を
記
入
し
、
〒　

－

０
０
１
１
日
野

１９１

本
町
７
の
５
の　

日
野
市
社
会
福
祉

２３

協
議
会
（
�　

・
２
３
１
９
）
へ

５８２

表１　後期高齢者医療保険料の計算式
均等割額＝３７，８００円（世帯の所得により軽減あり）
所得割額＝｛総所得金額等－３３万円（基礎控除額）｝（注１）×０．０７１８（本人の所得に

より軽減あり）
年間保険料（注２）＝均等割額＋所得割額
（注１）　下線部分を「旧ただし書き所得」と呼んでいます。
（注２）　限度額５０万円。年度途中の場合は、月割りで計算。１００円未満の端数は切り捨て。

表２　均等割額の軽減

総所得金額等の合計額軽減後の
均等割額

軽減
割合

総所得金額等の合計＝３３万円（基礎控除額）以下で、後期高齢者医
療制度の被保険者全員が年金収入８０万円以下で他の所得がない場合 ３，７８０円９割

総所得金額等の合計＝３３万円（基礎控除額）以下の場合 ５，６７０円８．５割
総所得金額等の合計＝３３万円（基礎控除額）＋（２４．５万円×世帯主
を除く被保険者数）以下の場合１８，９００円５割

総所得金額等の合計＝３３万円（基礎控除額）＋（３５万円×被保険者
数）以下の場合３０，２４０円２割

※公的年金所得がある方は、総所得金額等の合計額からさらに１５万円が控除されます。

表３　所得割額の軽減
所得割額の軽減割合旧ただし書き所得（公的年金収入の場合）

所得割額を全額減額１５万円（公的年金収入１６８万円）まで
所得割額を７５％（３／４）減額２０万円（公的年金収入１７３万円）まで
所得割額を５０％（１／２）減額５８万円（公的年金収入２１１万円）まで

※「旧ただし書き所得」とは、総所得金額等から３３万円（基礎控除額）を引いた金額
です（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません）。

●手話講習会内容一覧
時間定員対象クラス名

１０：００～
１２：００　各コース

４０人初めて手話に関わる方
昼間入門

コース

１９：００～
２１：００　

夜間

各コース
２５人

１～２年程度の学習経験者初級

通訳
養成
コース

２～３年程度の学習経験者中級

３～４年程度の学習経験
者、かつ全国手話通訳者試
験を受け、合格後に市の手
話通訳者として活動する意
志のある方

上級

※申込多数の場合は抽選


